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第1835回(12月12日）

フランスにおける農業環境プログラムの
限界と課題

石 井 圭　一

EU農政における環境支払いは， 1985年の農業
構造の効率改善に関する規則797/85第19条におい
て，「自然生態の保護の要請に合致した農業生産手
法の導入や維続に寄与し， 農業者の適正な所得を
確保することを目的として， 加盟国が環境保全区
域において特別な措置を講じることを認める」と
定めたことに始まる。

イギリスに引き続き， ドイツ， デンマ ーク， オ
ランダで迅速に第19条の適用が実現したのに対
し， フランスでは適用に対する消極性， 躊躇の表
れが一様に指摘されてきた。 しかし， 92年の規則
2078/92に基づく農業環境プログラムの適用のも
と，1997年には農業利用面積の22.6%が給付対象
となり， 環境保全を目的とした直接支払いは定着
しつつあるといってよい。

本報告では， フランスにおける農業環境プログ
ラムの実際について検討するとともに， 農業環境
プログラムが展開するにあたっての障害等につい
て指摘を行った。報告のポイントは以下のとおり
である。

①農業環境プログラム給付金は， 農業関連歳出
の中ではマ ジナルな財政規模であるが， ハンー

ディキャップ補償金の歳出規模に接近している。
②給付の目的は， 集約的な耕種生産による環境

負荷の軽減と， 粗放的な草地畜産の維持による景
観や環境の保全である。歳出構成をみると8割強
が後者に投じられており， 政策的プライオリティ
が粗放的な草地畜産の維持に置かれている。

③条件不利地域に展開する粗放型畜産は農業所
得が低い部門であり， 農業所得に対する農業環境
プログラムの寄与はかかる地域で高い。

④農業環境プログラムにおける給付単価の設定
は， 環境保全にかかる営農手法により被る損失，
もしくは営農行為がもたらす追加的な費用を補填
する水準を原則とし， 経済的な誘因として20%ま

で加算されることが認められている。すなわち，
規則上は農業所得とリンクする余地はない。 この
ため， 粗放型畜産による環境保全（景観やビオ
ト ー プの保全， 山火事延焼や雪崩の防止など）

は， 営農を継続するための所得が確保される必要
があるが， 生産物価格が低落傾向にあれば， 環境
保全の前提となる営農の継続性が危惧される。

⑤他方，農業環境プログラムにより集約的な農
業による環境負荷の軽減を図る場合， 農業者の参
加を高めようとすれば， 価格支持や政策価格の引
き下げに対する所得補償によって所得が引き上げ
られた分， 高い単価が設定されなければならな
い。このことは， 政策の公平性の問題を引き起こ
している。農業者の理解と関心を高め， 農業者の

参加を促すには，経済的な誘因を提示するだけで
は達成されず， 農業者に対する指導• 普及活動の
重要性が示唆される。

第1836回(1月16日）

農業部門のコスト変動要因
―産業連関モデルによる分析—

薬師寺
佐 藤

哲
孝

郎

産業連関分析の均衡価格モデルを用いて， 1980
年から1995年にかけての農業部門の価格変動（コ
スト変動） の要因分解を行うとともに， 農業以外
の全ての部門について（農業資材産業を含む）， そ
れらの価格変動が耕種と畜産の価格変動に及ぽし
た影響を分析した。 本分析では， 農業部門の価格
変動を， 農業資材産業の価格変動， 輸入価格変
動， 投入係数変動， 輸入係数変動（以上が中間投
入の変動）， 付加価値変動に要因分解し， 中間投入
に関する要因を主として分析した。

分析結果を簡単にまとめれば， 次のとおりであ
る。

①農業部門の価格変化に対する中間投入の影響
は，耕種の価格変化に対しては相対的に小さく，
畜産の価格変化に対しては大きい。

②中間投入の変化による部分は， 1985-90年の
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期間の耕種部門を除けば， 価格を低下させる方向
となっている。

③中間投入に関する要因については，概して，
農業資材価格の変動， 内生部門から農業部門及び
農業資材産業部門から農業部門への投入係数変動
の影響が大きかった。ただし，1985·90年以降，
耕種については， 農業資材価格の変動よりも農業
資材産業以外の輸入価格変動の影響の方が大き
かった。

④農業資材価格変動は， 畜産部門の価格を低下
させる方向に働いた。これは， 投入· 産出構造に
起因する部分が大きい。

⑤農業への投入係数変動は，1985·90年の耕種
部門への影響が価格を上昇させる方向に働いた
が，それ以外は概して価格を低下させる方向に働
いた。

⑥輸入価格の影響は，1980年代後半から耕種・
畜産両部門の価格を低下させる方向に働き，その
度合いは期間が進むにつれて高まってきた。

⑦国内価格変動が耕種の価格変動に大きな影響
を与えた部門は， 農業資材産業では，農薬， 農業
サービス，種苗，化学肥料であった。 また，金融
保険や石池製品等の影響も相当大きかった。畜産
に対しては， 農業資材産業では飼料作物，飼料の
価格変動が大きな影響を及ぼしたほか， 金融保険
や商業等の部門も大きな影響を及ぼした。

⑧輸入価格変動が農業部門の価格変動に大きな
影響を与えた部門は，耕種に対しては原油 ・ 天然
ガス，石池製品，水運，農薬等であり，畜産に対
しては雑穀， 麦類， 飼料作物， 豆類， 原油 ・ 天然
ガス等であった。

⑨各部門が農業部門の価格変動に及ぽした影響
は， 投入・産出構造に起因する構造要因の方がそ
れぞれの部門の価格変化要因よりも影響度ははる
かに高い。
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第1837回(1月23日）

農業経営単位の農業経営安定対策
—アメリカ及びカナダの制度を中心に一

吉 井 邦 恒

平成12年12月25日に農林水産省から公表された
『「経営を単位とした農業経営所得安定対策」の今

後の検討方向について』には， 新たな対策の対象
とすべき農業経営や対象となる農業所得等基本的
な仕紺みに関する検討項目が示されている。アメ

定対策に分類されると考えられる施策が実施され
ていることから，その概要について報告する。

1. アメリカのAGR
アメリカでは，1996年農業法による不足払いの

廃止と直接固定支払いの導入に伴う農業収入リス
クの増大に対処するため， セイフティ ・ ネット
(Safety·Net)政策が重要視されてきており，そ

一のセイフティ・ネット政策の柱の つに農業保険
制度が位置付けられている。

アメリカの農業保険制度は， 自然災害による収
量の減少を保証対象とする作物保険と収量の減少
または価格の低下による収入の減少を保証対象と
する収入保険の2つのタイプの保険プログラムか
ら構成されており， それぞれ作物別に加入するプ
ログラムが基本となっている。

これに対して，99年度から試験的に実施されて
いるAGR (Adjusted Gross Revenue)は， 農業
所得税申告書に基づき， 農業経営単位の対象農業

一収入額の 定割合を保証する収入保険プログラム
である。加入資格は， 保険加入年度を含め7年間
連続して農業所得税の申告を行うとともに， 購入
農産物の再販売による収入が全対象農業収入の50
％を超えていないこと等の農業収入上の要件を満
たしていることである。 また，AGRの加入者は，
生産された農産物に関する販売や貯蔵等に関する
伝票・書類を保管しておかなければならない。

AGRに加入していると，ある年度の対象農業収
一入が過去5年間の平均対象農業収入の 定割合を

下回ったときに保険金が支払われる。
すなわち，

基準収入額＝過去5年間の平均対象農業収入
x保証水準

リカ及びカナダでは，現在経営単位の農業経営安 ネット政策において




